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特定個人情報の取り扱いについて 

 

1. 社会福祉法人なかよし愛育会が個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりです。 

 

役職員に係る個人番号関係事務 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

雇用保険届出事務 

労働者災害補償保険法に基づく請求に関

する事務 

健康保険・厚生年金保険届出事務 

役職員以外の個人に係る個人番号関

係事務 

報酬・料金等の支払調書作成事務 

不動産の使用料等の支払調書作成事務 

不動産等の譲受けの対価の支払調書作成

事務 

 

2. 事務取扱担当者は次の通りです 

事務取扱責任者    理事長 

松木保育園と松木学童の事務取扱担当者 松尾千丈 

風渡野保育園の事務取扱担当者  山田博昭 

 

3. 本人による特定個人情報の開示請求手続きは当法人の｢特定個人情報保護規程｣の第 44

条及び第 45 条の規定によると共に、相応の手数料を申し受けます。 

第４４条 特定個人情報の開示 

 本法人は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情

報について開示を求められた場合は、次条に規定する手続き及び方法によ

り、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認した上で、当

該本人が開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。なお、当該

本人に法定調書の写しを送付する際、法定調書の写しに本人以外の個人番

号が含まれている場合には、その部分についてはマスキング等をするもの

とする。 

２ 本法人は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部

を不開示とすることができ、その場合には請求者に対してその旨及び理由

（根拠とした個人情報の保護に関する法律の条文及び判断の基準となる事

実を示すこととする。）を説明することとする。 

① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ

がある場合 
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② 本法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③ 他の法令に違反することとなる場合 

 

第４５条 保有個人情報の開示請求処理手順 

 前条に基づき本人又はその代理人（未成年者もしくは成年被後見人の法

定代理人、又は本人が委任した任意代理人をいう。以下同じ。）から当該

本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示請求を

受けた場合は、次の手順で応ずることとする。 

① 受付時の確認 

ａ 所定の様式の書面（請求者の氏名・住所・電話番号、請求年月

日、請求に係る個人情報の内容が記載されているもの）による請

求であること。 

b 予め定めた手数料の負担について請求者が応諾していること。 

ｃ 代理人による請求の場合は、所定の委任状によるものであるこ

と。 

ｄ なお、郵送による本人確認資料の受領などの場合は、事務取扱

責任者が適宜判断する。 

② 開示の可否の決定 

 事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、

開示の可否を決定する。 

ａ 請求された個人情報が物理的に存在するか否か。 

ｂ 前号に相当するものが、「保有個人情報」に該当するか否か。 

ｃ 規程第19条第１項各号に定める不開示事由に該当するか否か。 

③ 不開示の場合の対応 

ａ 前項に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決

定をしたときはその旨を通知し、その理由についても説明をする

こととする。 

④ 請求者に対する通知時期 

ａ 開示請求に対する回答（不開示の場合の通知も含む）は書面に

て、遅滞なく郵送又はこれに代わる方法により通知する。 

 

4. 本人による特定個人情報の訂正手続きは当法人の｢特定個人情報保護規程｣の第 46 条及

び第 47 条の規定によります 

第４６条 保有個人情報の訂正等 

本法人は、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないこ

とを理由に当該本人から訂正、追加又は削除を求められた場合は、必要
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な調査を行い、その結果に基づき、遅滞なくこれに応ずることとする。

かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき

は、当該本人に対し、遅滞なくその旨（訂正等を行ったときは、その内

容を含む。）を通知するものとする。なお、訂正等を行わない場合又は当

該本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠

となる事実を示し、その理由を説明することとする。 

 

第４７条 保有個人情報の訂正等処理手順 

 前条に基づき、開示の結果、特定個人情報に係る保有個人情報が事実で

はないとして、訂正、追加又は削除（以下「訂正等」と総称する。）を求

められた場合は、次の手順にて応ずることとする。 

① 当該請求者に対し、訂正等すべき内容が事実である旨を証明できる

資料の提出を求める。 

② 事務取扱責任者は、提出された資料に基づき、利用目的の達成に必

要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、訂正等を行うかどう

かを決定する。 

③ 検討した結果については、遅滞なく当該請求者に対して書面にて、

郵送又はこれに代わる方法により通知する。また訂正等の措置をとら

ない場合は、判断の根拠及び根拠となる事実を示し、その理由につい

ても説明をすることとする。 

２ 特定個人情報に係る保有個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従っ

て行わなければならない。 

① 事務取扱責任者は、当該保有個人情報を取扱う事務取扱担当者を特定

し、その者以外の者に訂正等の作業を行わせてはならない。 

② 事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従って行

い、事務取扱責任者が作業結果を確認する。 

③ 事務取扱責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理

責任者、事務取扱担当者及び訂正等の内容を記録し１年間保管する。 

 

5. 本人による特定個人情報の利用停止手続きは当法人の｢特定個人情報保護規程｣の第 48

条の規定によります 

第４８条 保有個人情報の利用停止等 

 本法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、個人情報

保護法第１６条の規定に違反して取得されているという理由、同法第１

７条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又は番号法第

１９条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
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当該保有個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止（以下、

本条において「利用停止等」という。）を求められた場合であって、利用

停止等に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要

な限度で、遅滞なく、当該特定個人情報の利用停止等を行わなければな

らない。但し、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他

の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を

保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでは

ない。 

２ 前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行ったと

き若しくは行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨（当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場合にはその措

置内容を含む。）を通知しなければならない。なお、利用停止等を行わな

い場合又は本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及び

その根拠となる事実を示し、その理由を説明することとする。 

 

6. 上記各項について変更があった場合はその都度訂正します 

2015 年 12 月 16 日 


